
 

独立行政法人日本スポーツ振興センター令和５年度計画 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 31 条の規定により、独立行政法人日本スポ 

ーツ振興センター（以下｢ＪＳＣ｣という。）の中期計画に基づく、令和５年度の業務運営に関す

る計画（以下｢年度計画｣という。）を次のとおり定める。 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ スポーツ施設の民間事業化の推進や適切な管理運営及びスポーツ施設を活用したスポー

ツの振興等に関する事項

ＪＳＣは、国立競技場及び新秩父宮ラグビー場（仮称）について、スポーツ大会に活用

されるとともに、スポーツの多様な価値が発信されるよう、民間事業化を進める。 

秩父宮ラグビー場や国立代々木競技場等について、これまで蓄積したスポーツ施設の管

理運営に関するノウハウを活用するなどして、多様な人がスポーツの価値を享受できるよ

う、弾力的な施設運営や情報発信等を行う。 

（１）国立競技場及び新秩父宮ラグビー場（仮称）については、民間事業への移行を図る。

① 国立競技場の運営管理に係る民間事業化については、「国立競技場に係る「大会後の

運営管理に関する基本的な考え方」」（令和４年 12月 28日文部科学省改定）に基づ

き、引き続き、適切な推進基盤の下で、専門家の指導・助言を得つつ、マーケットサ

ウンディングの結果等を踏まえ、実施方針等の公表、公募等の手続を進める。

② 新秩父宮ラグビー場（仮称） 整備・運営等事業について、特別目的会社が実施する

開業準備業務（利用規則の策定業務、広報・情報発信、主催・誘致業務等）に関しモ

ニタリング等を適切に行う。

（２）大規模スポーツ施設等については、以下の取組を行う。

① 大規模スポーツ施設について、利用者にとって安全で良質な施設条件を維持した上

で、国際的・全国的なスポーツ大会をはじめ、様々な行事の利用に供するとともに、

施設の利用状況等の情報発信を行い、利用率の向上を図る。 

② 大規模スポーツ施設等について、施設利用者等に対するアンケート調査等を実施す

ることにより、具体的なニーズを把握し、以後の施設の管理運営に反映させる。 

（３）秩父宮記念スポーツ博物館・図書館については、以下の取組を行う。

① 新秩父宮ラグビー場（仮称）基本計画を踏まえて、再開館に向けた展示基本設計に

ついて検討を進める。 

② 令和２年度に策定した「秩父宮記念スポーツ博物館・図書館資料収集方針」に沿っ

て資料収集の適正化を図るとともに、既存資料の分散保管を引き続き行う。また、ス

ポーツ資料のアーカイブ化・ネットワーク化を推進するためのシステム開発に取り組

み、システムの本格稼働に向けた検証を行う。 
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③ 「秩父宮記念ギャラリー」等において展示活動を行い、所蔵資料の積極的活用に努

めるとともに、将来のスポーツ博物館での展示方法や運営に関するノウハウの蓄積を

図る。 

 

（４）国立登山研修所については、安全な登山に関する普及・啓発に向けて以下の取組を行

う。 

① 安全な登山に資する情報について収集・分析等を行う「調査・研究作業チーム

（仮）」を設置し、資料収集や調査項目を検討する。 

また、登山関係機関から収集した情報の整理を行い、情報発信を行う。 

② 登山関係機関と連携し、高等学校登山指導者用テキスト、登山指導者用テキスト等

を活用した研修やオンラインとオンサイトを組み合わせた研修を開催するなど研修方

法を工夫することで、指導者養成に向けた研修の充実を図る。 

③ 登山用具販売店等と協力し、ＳＮＳや動画等を活用し、登山計画の立て方、携行す

る装備、トレーニング方法、山での危険箇所等について一般登山者に向けた情報発信

を行う。 

 

２ 国際競技力向上のための取組に関する事項 

ハイパフォーマンススポーツセンター（以下「ＨＰＳＣ」という。）の機能強化を図ると

ともに、公益財団法人日本オリンピック委員会（以下「ＪＯＣ」という。）、公益財団法人

日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（以下「ＪＰＣ」という。）、中央競技団

体（以下「ＮＦ」という。）、地域のスポーツ医・科学センター、大学等と連携し、オリン

ピック競技とパラリンピック競技の一体の強化を前提としながら、スポーツ医・科学、情

報等による多面的で高度な支援及びその基盤となる研究やトレーニング環境を充実させ、

国際競技力の向上に寄与する。 

 

（１）ＪＯＣ及びＪＰＣ等と連携し、各ＮＦが直近及び２大会先のオリンピック・パラリン

ピック競技大会を目標として実施する育成・強化等の活動が、アスリート育成パスウェ

イを踏まえ、中長期の視点を持ち推進することができるよう、強化戦略の策定及び改善

の支援を行う。 

また、強化戦略に係る進捗状況の確認、情報提供及び協働チームによるコンサルテーシ

ョンを通じた課題解決支援等を行い、ＮＦの強化戦略プランの実効化を支援する。 

 

（２）地域におけるアスリートの発掘・育成・強化の取組が切れ目なくＮＦの選手強化活動

とつながる、地域と一体となった競技力向上サイクルの確立を支援するため、以下の取

組を行う。 

① ＪＯＣ、ＪＰＣ、公益財団法人日本スポーツ協会及びＮＦ等と連携し、これまでの

アスリートの発掘・育成・強化の取組が持続可能なシステムとなり、世界で活躍する

アスリートが継続的に輩出されるよう、競技別パスウェイモデルの策定支援及び各競

技団体の現状把握や課題解決に資するプログラムの提供を行う。 
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② 体力測定、栄養や映像・情報技術等のＨＰＳＣの知見を基にパッケージ化を更に推

進し、ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点、地域のスポーツ医・科学セ

ンターや大学等の関係機関へ展開するとともに、地域におけるスポーツ医・科学、情

報等によるサポートを担う人材の育成を推進することにより、地域における競技力向

上を支える体制の構築を図る。 

 

（３）ＨＰＳＣの機能を強化するとともに、スポーツ医・科学、情報等による国際競技力向

上のための研究・支援の推進のため以下の取組を行う。 

① ＪＯＣ、ＪＰＣ、ＮＦ等と連携して課題やニーズを把握し、スポーツ医・科学、情

報に関する研究成果を活用・応用しつつ、パラリンピック競技や女性アスリートの競

技特性・課題等に応じたサポート等、スポーツ医・科学、情報の各側面から組織的、

総合的、継続的に支援を行う。 

また、国際競技大会等でのメダル獲得の可能性が高い競技を対象に、スポ―ツ医・

科学、情報等による専門的かつ高度な支援を重点的に実施する。 

② 2024年パリ大会、2026年ミラノ/コルティナダンペッツォ大会を見据えて、国内外

の研究機関等との連携を強化しながら、倫理的、法的、社会的課題に十分留意しつ

つ、国際競技力向上に資するハイパフォーマンススポーツ研究（人文・社会科学研究

を含む。）を推進する。 

また、研究成果に関しては、支援活動の中で、課題の解決、トレーニングの提案及

び効果の検証等に生かすとともに、国内外の学術雑誌への投稿や学会・シンポジウ

ム・研修会等での発表を通して、成果の普及を積極的に推進し、社会への展開を図

る。 

③ 2024年パリ大会前年度であり、大会参加資格獲得に向け、重要な期間であることか

ら、診療機能の更なる強化を図るとともに、トータルコンディショニングサポートプ

ログラムの普及と検証を進める。 

④ 連携協定の活用等を通じて大学及び企業等との連携を強化し、出向、インターンシ

ップ等の受入れによる人事交流やＨＰＳＣを研究フィールドとする共同研究等を推進

することにより、ＨＰＳＣの場を活用した実践機会の提供等を行う。 

これらの取組を通じて、スポーツ医・科学、情報等による研究・支援を担う人材育

成を実施する。 

 

（４）ハイパフォーマンススポーツ等の情報収集・分析・蓄積・展開の見直しと充実を図

り、今後の競技力向上及び地域スポーツ、国内外の社会の発展、国際力の強化に努める

ため、以下の取組を行う。 

① 国際スポーツ情報等に関する国内関係機関との連携体制構築と情報の出口の一元化 

② ハイパフォーマンススポーツの包括的なベンチマーク 

③ 相互利益を生み出せる戦略的な国際ネットワークマネジメント 

④ 国際共同研究や人材育成プログラム等を通じた政策の推進及び発展への寄与と次世

代を担う人材の育成 
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（５）事業の実施に当たっては、外部有識者で構成する評価委員会による業務実績に関する

評価を実施するとともに、評価結果や意見等を事業に反映させるなど、効果的・効率的

に事業を実施する。 

 

３ スポーツ振興のための助成財源の確保と効果的な助成の実施に関する事項 

スポーツ振興助成制度は、スポーツの振興を図る上で重要な役割を担っている。 

特に、スポーツ振興くじ助成金は、十分な財源確保に努めるとともに、その財源を効果

的に助成していく必要がある。 

スポーツ振興くじについては、売上の目標を 1,100億円とし、スポーツ振興投票等業務

に係る具体的な取組内容は、「スポーツ振興投票等業務に係る令和５事業年度事業計画」に

よることとする。 

 

４ スポーツ・インテグリティの確保に関する事項 

スポーツ基本計画が目指すクリーンでフェアなスポーツの推進のため、統括団体をはじ

めとした国内外の関係機関と連携・協働しながら、現況把握等の支援や研修会等を通じた

情報提供により、スポーツ・インテグリティに係る状況の変化等を踏まえつつ、スポーツ

団体のガバナンス強化・コンプライアンスの徹底を支援する。 

また、インテリジェンス活動を含むドーピング防止活動を推進することにより、スポー

ツ・インテグリティの確保に向けた支援を行う。 

 

（１）スポーツ・インテグリティの確保を図るための体制整備に貢献するため、以下の取組

を行う。 

① 国内外のネットワークを活用しつつ、国際会議への参加等によりスポーツ・インテ

グリティに関する先進事例をはじめとする国際的な動向及び国内の現況を把握する。 

② スポーツ団体のガバナンス強化・コンプライアンスの徹底を支援するため、オンラ

インも効果的に活用した研修等の実施により情報を共有する。 

③ ドーピング防止活動においては、得られた知見等を活用しつつ、公益財団法人日本

アンチ・ドーピング機構（以下「ＪＡＤＡ」という。）等関係機関と連携し世界ドー

ピング防止機構等が主催する国際的な会議に参画する我が国代表機関の活動における

支援を行う。 

 

（２）スポーツ団体の適正なガバナンス等の確保に向けた取組を促進するため、以下の取組

を行う。 

① スポーツ団体のニーズを踏まえつつ、少なくとも５つの団体に対して、弁護士や公

認会計士等専門家と連携しガバナンス又はコンプライアンスに関する現況を把握する

ための支援（ガバナンス・コンプライアンス診断）を実施し、その結果をスポーツ団

体に共有するとともに、専門家による指摘事項も含めスポーツ・インテグリティを脅

かすリスクに関する注意喚起等により理解促進を図る。 

② ガバナンス・コンプライアンス診断で用いる評価指標については、これまでの実績

や「スポーツ団体ガバナンスコード」に係るスポーツ庁の政策動向を踏まえ、弁護士

等の外部の専門家の意見を取り入れて見直しを進める。 
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③ 外部有識者とのネットワークを強化し、ガバナンス・コンプライアンス診断を通し

た現況の評価や分析を行うとともに、スポーツ団体の組織運営の改善促進をより効率

的に行うための体制強化を進める。 

 

（３）スポーツ団体におけるガバナンス確保の取組を支援するため、以下の取組を行う。 

① スポーツ庁が策定する「スポーツ団体ガバナンスコード」の遵守状況について、ス

ポーツ団体が簡便に自己説明・公表を行うためにＪＳＣが設置しているスポーツガバ

ナンスウェブサイトを着実に運用する。 

② スポーツ庁や統括団体をはじめとする関係団体と連携しつつ、登録団体への効果的

な情報発信を通じて、スポーツ団体におけるガバナンス確保の取組を支援する。 

 

（４）スポーツ団体に不祥事が生じた際、当該団体からの求めに応じて、第三者調査等に関

する助言を通じた支援を行うため、弁護士、公認会計士等により構成されるスポーツ団

体ガバナンス支援委員会を着実に運用する。 

 

（５）アスリートからの多様な相談に的確に対応するため、以下の取組を行う。 

① 弁護士、臨床心理士、元アスリート等から構成されるスポーツ指導における暴力行

為等に関する第三者相談・調査委員会（以下「第三者相談・調査委員会」という。）

を引き続き設置し、スポーツを行う者を暴力等から守るための第三者相談・調査制度

を着実に運用する。 

② 第三者相談・調査委員会の体制整備のため、引き続き必要に応じて本制度に関わる

相談員及び調査員の構成を検討するとともに、これまで対応した事案等から得られた

課題や知見等について、本制度の関係者間で共有し、検討するための会議を開催す

る。 

③ 本制度の対象者に対する周知について、認知度・理解度アンケート調査を実施し、

その結果を踏まえつつ、ＨＰＳＣ等内外のリソースを活用した広報活動を実施する。 

 

（６）ドーピング防止活動を推進するため、以下の取組を行う。 

① ドーピング通報窓口を適切かつ着実に運用しつつ、国内外の動向を把握しながらＪ

ＡＤＡとの定期的な情報共有及び公開情報の収集等と併せたインテリジェンス活動を

着実に実施する。 

② ドーピング通報窓口の認知度・理解度を高水準に維持するため、ＪＡＤＡや統括団

体をはじめとする関係団体等との協力・連携の下、ＨＰＳＣ等内外のリソースを活用

した広報活動を実施する。 

 

（７）日本アンチ・ドーピング規律パネルが、世界アンチ・ドーピング規程等に準拠し、独

立してアンチ・ドーピング規則違反について公正かつ適切に判断が下せるよう、着実に

運用する。 
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５ 学校安全のための災害共済給付の実施に関する事項 

災害共済給付事業の実施においては、公正かつ適切な給付を着実に実施するとともに、

関係団体との新たな連携・協力関係を構築し、利用者への一層の制度周知等を行うことに

より、加入促進、利用者の利便性の向上、迅速な給付、業務の効率化等の改善に取り組

む。 

また、給付実績から得られた事故情報を学校関係者等へ分かりやすく提供するととも

に、学校等の現場における事故防止の取組を支援する。 

なお、実施に当たっては、関係団体及び外部有識者で構成する「災害共済給付事業運営

会議」及び「災害共済給付事業運営協議会」を開催するなど、学校安全の関係機関等との

連携・協力を通じて、意見・要望等を把握することにより、業務を円滑かつ効果的に実施

する。 

 

（１）公正かつ適切な給付事務を着実に実施するため、以下の取組を行う。 

① 審査担当職員の専門的知識、能力の向上を図るため、給付事例のケーススタディ等

の統一的な研修を年４回程度実施するとともに、各事務所に配置した研修推進リーダ

ーを中心に専門知識の定着化を図るなど職場研修を計画的に実施する。 

② 死亡・障害等の重要案件等の審査に当たっては、外部有識者で構成する審査専門委

員会に付議するとともに、必要に応じ、学校及び学校等の設置者の協力の下、担当職

員による実地調査を行う。 

③ 災害共済給付の決定に対する学校等の設置者又は保護者等からの不服審査請求に当

たっては、外部有識者を含む不服審査会にて審査を行う。 

 

（２）子ども・子育て支援新制度の開始に伴い災害共済給付制度の加入対象となった教育・

保育施設のうち、地方裁量型認定こども園及び特定保育事業（小規模保育事業、家庭的

保育事業及び事業所内保育事業）に対して、関係省庁、自治体及び当該施設の統括団体

との連携・協力の下、未加入施設数の多い自治体を中心に、加入促進の取組（研修会等

での制度説明、制度説明チラシの配布等の協力依頼）を行い、同施設の加入率を 60％以

上とする。 

 

（３）災害共済給付金を受け取った保護者等に対してスマートフォン等を活用したアンケー

トを効率的かつ効果的に行うための実施方法を検討し、試行的なアンケートを実施す

る。 

また、その結果を踏まえ、今後のアンケートの実施方法を見直すとともに、保護者等

の制度理解の促進に必要な方策を検討する。 

 

（４）利用者の利便性向上及び事務の迅速化・効率化を図るため、以下の取組を行う。 

① 学校等の現場の事務負担軽減を図ることで迅速な給付を維持していくため、研修会

や情報誌等を活用して請求時の留意点等を利用者へ周知する。この取組により、請求

における差戻し件数について、令和３年度における水準（約７万件）を維持する。 
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② わかりやすく操作性の高い画面構成や最新のデジタル技術等の活用により、システ

ム利用者の利便性向上及び事務処理の迅速化・効率化を実現するためのシステム要件

を確定し、設計・開発を行う。 

 

（５）学校等における事故防止の取組を支援するため、以下の取組を行う。 

① 給付実績から得られた事故情報を整理・分析した上で「学校等の管理下の災害」等

の資料を作成し、配布するとともに、「学校等事故事例検索データベース」の更新を行

う。 

また、「学校等における事故防止調査研究委員会」において調査・研究課題を選定

し、学校等の現場における事故防止対策に有用な調査・研究を推進するとともに、そ

の研究成果を学校等の現場で有効活用できるよう、ホームページや情報誌等を活用し

て学校関係者等へ提供する。 

② 教育委員会及び関係機関が開催する教職員等を対象とした研修会等において、事故

防止のための情報について周知するとともに、資料の効果的な活用方法を例示する。 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

業務運営に関しては、理事長のリーダーシップの下、業務成果の最大化を図るため、組

織運営について不断の見直しを行う。一般管理費と事業費については、中期目標に定めら

れた削減率の達成に向けて取り組む。 

 

（１）既存業務の点検・評価を行い、業務の効率化を図るため、以下の取組を行う。 

① 既存業務の見直しや効率化の観点から、システムの更改に向けて、製品の情報収集

を行うなど、デジタル化の準備を進める。 

② 他法人とコピー用紙の共同調達を実施する。また、その他の間接業務の共同実施に

ついては、費用対効果や実現可能性等の検討を行う。 

 

（２）情報システムに関しては、以下の取組を行う。 

① 令和４年度に設置したＰＭＯ体制において、ＪＳＣの情報システムの適切な整備及

び管理に係る指示、調整及び支援を行う。 

② 情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力を強

化するため、政府関係機関の研修等に参加し、最新の脅威の把握に努めるとともに、

情報セキュリティ監査や最高情報セキュリティアドバイザーによる助言を踏まえ、情

報セキュリティ対策推進計画（令和５年度から令和９年度（中長期計画）及び令和５

年度計画）を策定し、着実に実施する。 

 

（３）業務の質の確保に留意しつつ、事業の見直し結果等を踏まえ、一般管理費及び事業費

について十分に精査した上で予算配賦を行うとともに効率的に執行する。 

 

 

7



 

 

（４）「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月 25日総

務大臣決定）に基づく取組や「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関

する指針」（令和４年５月 20日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することとする。

調達に当たっては、原則として一般競争入札によることとし、競争性を確保することに

より、コストの削減や透明性の確保を図る。 

また、契約監視委員会や入札監視委員会による審議及び監事による監査を受け、合

理化・適正化の取組状況をホームページにより公表する。 

 

（５）地方公共団体との連携協定（ＪＡＰＡＮ ＳＰＯＲＴ ＮＥＴＷＯＲＫ）、その他保有

するネットワークやＳＮＳ等を通じて、各事業の情報及び成果を組織横断的、効果的・

効率的に発信する。 

 

（６）業務運営に当たっては、省エネルギー対策委員会において、節電対策を検討するな

ど、環境負荷の軽減に向けて引き続き取り組む。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 予算の適切な管理と効率的な執行等 

業務成果の最大化を実現するため、適切な予算配賦を行うとともに、予算を計画的・効

率的に執行するために以下の取組を行う。 

 

（１）中期目標で示された業務に応じた適切な収益化単位の業務を設定し、収益化単位の業

務及び管理部門の活動と運営費交付金の対応関係を明確にするとともに、収益化単位の

業務ごとに予算と実績を管理する。また、予算と実績を管理する上で得た情報を基に効

果的な予算配賦を行う。 

 

（２）運営費交付金を効率的に執行するため、予算管理担当部署において、予算の執行状況

の一元的な管理や、予算配分の見直しを年２回程度行う。 

また、予算執行計画を定期的に見直すことを通じて、運営費交付金の残高が発生した

場合は、その発生原因等を分析し、発生原因に応じて解消を図る。 

 

（３）資金の長期借入等を行う場合は、資金管理委員会において、その時期や借入金額等に

ついて十分な検討を行った上で、適時適切に借入れを行うとともに、他の業務に支障が

生じないような償還計画を作成する。 

 

２ 自己収入の確保 

自己収入に関しては、以下の取組を行うことにより多様な財源の確保を図る。 

 

（１）スポーツ施設の更なる利活用促進に向けた取組を行い、利用率の向上を図るととも

に、類似施設や周辺施設の状況等を踏まえ、利用料金を定期的に検証し、適正な利用料

金を設定する。 
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（２）競争的研究費等の外部資金、ネーミングライツによる収入等財源の確保に取り組む。 

 

（３）他の法人等の事例を参考としながら新たな寄附金の獲得方策を検討し、その結果を踏

まえて、取組を実施する。 

 

３．令和５年度の予算（人件費の見積りを含む。） 

（１）災害共済給付勘定 別表－１のとおり 

（２）免責特約勘定   別表－２のとおり 

（３）特定業務勘定   別表－３のとおり 

（４）一般勘定     別表－４のとおり 

 

４ 令和５年度の収支計画 

（１）災害共済給付勘定 別表－５のとおり 

（２）免責特約勘定   別表－６のとおり 

（３）特定業務勘定   別表－７のとおり 

（４）一般勘定     別表－８のとおり 

 

５ 令和５年度の資金計画 

（１）災害共済給付勘定 別表－９のとおり 

（２）免責特約勘定   別表－10のとおり 

（３）特定業務勘定   別表－11のとおり 

（４）一般勘定     別表－12のとおり 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

業務運営上必要な短期借入金の限度額は、15億円とする。 

 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

既に廃止を決定した小平宿舎について、国庫納付に向けた関係機関との調整等を進める。 

 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

重要な財産等を譲渡し、又は担保に供する計画はない。 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

決算において剰余金が生じたときは、次の事項に充てる。 

（１）スポーツ施設の保守・改修 

（２）スポーツ振興基金助成事業の充実 

（３）情報システム関連の整備 

（４）人材育成 

（５）職場環境の改善 

（６）広報、成果の普及・啓発 

（７）主催事業及び調査研究事業の充実 
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Ⅷ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

１ 長期的視野に立った施設整備の実施 

令和５年度においては、秩父宮ラグビー場の移転整備のほか、インフラ長寿命化計画

（個別施設計画）に基づく保有施設の老朽化対策等を推進する。 

 

（１）新秩父宮ラグビー場（仮称）の整備について、令和５年度における施設整備業務（設

計業務等）について適切に業績監視を実施する（基本設計段階の完了。）。 

また、神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に係る秩父宮ラグビー場の移転整備のた

めに必要な行政手続等について、関係地権者等と連携を図り適切に対応する。 

 

（２）保有施設の整備について、別表－13の設計・工事を行う。 

 

（３）各施設の令和６年度における実施計画について、具体的な検討を行う。その際、施設

の利便性やニーズに関する調査結果を踏まえて、対応可能なものについて整備への反映

を検討する。 

 

２ 内部統制の強化 

理事長のリーダーシップの下、法令等に対するコンプライアンスに特に留意して業務を

推進するとともに、内部統制委員会においてＪＳＣの内部統制全体の総括を行い、内部統

制アクションプランの策定及び進捗確認を実施するなど、内部統制の強化を図る。 

 

（１）令和４年度の内部統制の推進状況を踏まえ、令和５年度の内部統制アクションプラン

及び進捗管理のためのスケジュールを作成し、内部統制委員会において定期的に進捗状

況を確認するなど、内部統制アクションプランに記載した事項を着実に実施する。 

 

（２）役職員の内部統制に関する理解と意識の向上を目的として、以下の取組を行う。 

① 内部統制に関する研修等を通じて、組織全体での内部統制に関する意識の向上を図

るとともに、役職員の更なる理解促進を図る。また、職員の意識度・理解度等のモニ

タリングを目的として、内部統制に関する職員意識調査を実施する。 

② 理事長をはじめとする役員による経営方針説明を実施するとともに、役員と職員と

の対話の場を設けるなど、法人が達成すべき目標とそのための業務運営方針について

職員への浸透を図る。 

③ 組織及び業務運営に係る重要な事項に関して、役員会において適切に意思決定を行

う。なお、使用した資料を速やかに共有するなど意思決定過程の透明性確保に取り組

む。 

④ 業務運営上の課題及びリスクを明確にし、適切に対応するため、理事長を委員長と

する自己評価委員会において、業務実績に関する主務大臣の評価結果や国の政策・施

策の動向等を踏まえた点検・評価を行うとともに、業務実施状況の進行管理を行い、

中期計画及び年度計画の達成状況について自己評価を行う。 
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（３）業務運営に関する内部統制の状況及びその有効性に留意した上で令和５年度の監査計

画を作成する。同計画に基づき、業務が適正かつ効率的、効果的に行われているか検証

し、必要に応じて是正又は改善を促す。また、令和４年度の監査の結果により是正又は

改善を促した事項があれば、当該是正改善の措置状況又は改善計画の履行状況について

点検を行う。 

 

（４）令和４年度に整備した契約手続事前チェック体制において、不適正な契約手続を未然

に防止するための取組を行う。 

 

３ 人事に関する事項 

業務成果の最大化を図るため、専門性のある人材の確保及び育成に努め、人員の適正か

つ柔軟な配置を行うとともに、給与水準の適正化に取り組む。 

 

（１）人材の確保及び育成に係る方針の更新等に向けて検討を進める。また、戦略的かつ計

画的な人材の確保・育成を図るとともに、業務の状況を適宜確認し、適切な人員配置を

行う。 

 

（２）人材の確保及び育成に当たっては、関係機関・団体との人事交流をはじめとした多様

な方法により、業務に必要な人材を確保する。また、男女共同参画及び障がい者雇用の

推進に取り組む。 

 

（３）業務の理解、組織を取り巻く情勢等の理解及び職階に応じた知識の習得等、多様な研

修を計画的に実施し、職員の専門性等の向上を図る。 

 

（４）給与水準については、国家公務員の水準等を十分に考慮し、当該給与水準について検

証を行い、適正な水準を維持するとともにその検証結果や取組状況をホームページに公

表する。 

 

（５）ハラスメント防止に向けた取組を行うとともに、産業医と連携し、職員の健康及び労

働衛生を管理することにより、職場環境の維持・向上を図る。 

 

４ 中期目標の期間を超える債務負担行為 

中期目標期間を超える債務負担については、ＪＳＣの業務運営に係る契約の期間が中期

目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し、合

理的と判断されるものについて行う。 

 

・特定業務における経費の支払に係る長期借入金の一部 

・国立競技場敷地の一部である東京都有地、新宿区有地及び渋谷区有地を対象とする一般

定期借地権設定契約に係る土地賃借料その他当該借地契約に基づく債務 
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５ 積立金の使途 

前中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を受けた金

額については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成 14年法律第 162号）に定

める業務の財源に充てる。 
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［収　　入］
災害共済給付補助金 2,032
共済掛金収入 15,753
免責特約勘定より受入 249
利息収入 12

計 18,046

［支　　出］
給付金 15,351
災害共済給付業務経費 1,000

計 16,351

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１】
令和５年度　年度計画予算(災害共済給付勘定(災害共済給付事業))

(単位 : 百万円)
区 分 金 額
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［収　　入］
共済掛金収入 233
利息収入 2

計 235

［支　　出］
災害共済給付勘定へ繰入 249
免責特約業務経費 30

計 279

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－２】
令和５年度　年度計画予算(免責特約勘定(災害共済給付事業))

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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［収　　入］
投票勘定より受入 11,000 11,000
特定業務特別準備金戻入 9,000 9,000
長期借入金等 697 7,424 8,120

うち、 長期借入金（勘定間融通分） 697 7,424 8,120
利息収入 5 5

計 20,005 697 7,424 28,125

［支　　出］
業務経費 0 0 0 0

うち、 新国立競技場整備事業費 0 0
国立代々木競技場耐震改修等工事費 0 0
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拡充整備用地取得等費 0 0

特定業務特別準備金繰入 11,000 11,000
事業外支出 9,123 698 7,424 17,245

うち、 借入金等償還 9,001 605 7,424 17,030
支払利息 121 93 0 215

計 20,123 698 7,424 28,245

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－３】

令和５年度　年度計画予算(特定業務勘定)
(単位 : 百万円)

区　　　　　　　　分 合　計
国際競技力
向上事業

新国立
競技場
整備事業

スポーツ
施設運営等

事業
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［収　　入］
運営費交付金 2,988 4,268 9,815 151 964 1,747 19,932
施設整備費補助金 139 1,594 1,733
研究設備整備費補助金 499 499
基金運用収入 80 80
国立競技場等運営収入 1,677 1,167 2,843
国立スポーツ科学センター運営収入 313 313
ナショナルトレーニングセンター運営収入 730 730
国立登山研修所運営収入 3 3
スポーツ及び健康教育普及事業収入 0 20 20
受託事業収入 1,737 1,737
寄附金収入 8 9 1 18
営業外収入 118 118
利息収入 7 3 10
その他収入 20 20

計 4,807 10,335 9,912 151 964 1,889 28,057

［支　　出］
業務経費 4,667 6,503 9,862 151 949 161 22,292

うち、人件費（事業系） 474 1,184 94 63 949 161 2,925
　　　国立競技場等運営費 3,979 3,979
　　　国立スポーツ科学センター運営費 1,805 1,805
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 1,979 1,979
　　　国立登山研修所運営費 44 44
　　　スポーツ振興基金事業費 895 895
　　　競技力向上事業費 1,393 8,573 9,966
　　　組織基盤強化支援事業費 300 300
　　　スポーツ活動環境公正化事業費 88 88
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 169 142 311

受託事業費 1,737 1,737
一般管理費 1 2 50 0 14 1,728 1,796

うち、人件費（管理系） 906 906
　　　物件費 1 2 50 0 14 822 890

施設整備費 139 1,594 1,733
研究設備整備費 499 499

計 4,807 10,335 9,912 151 964 1,889 28,057

［注記］
　　１　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　２　「施設整備費補助金」のうち、
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額（施設整備費補助金及び研究施設整備費補助金）　1,733百万円
　　３　「研究設備整備費補助金」のうち、
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　499百万円
　　４　「寄附金収入」のうち、
　　　　　・令和５年度当初予算額　10百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　8百万円

令和５年度　年度計画予算(一般勘定)
(単位 : 百万円)

【別表－４】

区　　　　　　　　分
スポーツ

施設運営等
事業

国際競技力
向上事業

スポーツ
振興助成

事業

スポーツ・イ
ンテグリティの

確保事業

災害共済
給付事業

法人共通 合　計
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費用の部 16,179
経常費用 16,179

業務経費 16,179

収益の部 18,046
経常収益 18,046

災害共済給付補助金収益 2,032
共済掛金収入 15,753
免責特約勘定より受入 249
財務収益 12

純利益 1,867

総利益 1,867

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

【別表－５】
令和５年度　年度計画収支計画(災害共済給付勘定(災害共済給付事業))

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 279
経常費用 279

業務経費 279

収益の部 235
経常収益 235

共済掛金収入 233
財務収益 2

純損失 44

総損失 44

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

【別表－６】
令和５年度　年度計画収支計画(免責特約勘定(災害共済給付事業))

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 12,436 94 146 12,677
経常費用 1,436 94 146 1,677

業務経費 1,314 1 146 1,460
財務費用 123 94 0 217

臨時損失 11,000 11,000

収益の部 20,797 1 20,798
経常収益 11,797 1 11,798

投票勘定より受入 11,000 11,000
資産見返運営費交付金戻入 7 1 7
資産見返負担金戻入 785 785
財務収益 5 5

臨時利益 9,000 9,000

純利益 8,360 △ 94 △ 146 8,121

総利益 8,360 △ 94 △ 146 8,121

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－７】

令和５年度　年度計画収支計画(特定業務勘定)
(単位 : 百万円)

区　　　　　　　　分
国際競技力
向上事業

新国立
競技場

整備事業
合　計

スポーツ
施設運営等

事業
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費用の部 4,773 9,043 9,921 166 1,178 2,176 27,257
経常費用 4,773 9,043 9,921 166 1,178 2,176 27,257

業務経費 4,773 7,305 9,921 166 1,175 307 23,647
受託事業費 1,737 1,737
一般管理費 1,865 1,865
財務費用 0 0 0 3 5 8

収益の部 4,775 9,133 9,922 166 1,178 2,211 27,386
経常収益 4,775 9,133 9,922 166 1,178 2,211 27,386

運営費交付金収益 2,988 4,268 9,815 151 964 1,747 19,932
国立競技場等運営収入 1,677 1,167 2,843
国立スポーツ科学センター運営収入 313 313
ナショナルトレーニングセンター運営収入 730 730
国立登山研修所運営収入 3 3
スポーツ及び健康教育普及事業収入 0 20 20
利息及び配当金収入 81 81
受託事業収入 1,737 1,737
寄附金収益 8 9 1 18
賞与引当金見返に係る収益 39 94 9 6 77 91 317
退職給付引当金見返に係る収益 194 194
資産見返運営費交付金戻入 66 501 0 9 34 37 648
資産見返研究設備整備費補助金戻入 285 285
資産見返寄附金戻入 2 10 0 13
財務収益 7 3 10
雑益 103 138 241

純利益 2 91 1 0 35 128

前中期目標期間繰越積立金取崩額 5 5

総利益 2 95 1 0 35 133

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－８】

区　　　　　　　　分
スポーツ

施設運営等
事業

法人共通
スポーツ・イ

ンテグリティの
確保事業

災害共済
給付事業

合　計

令和５年度　年度計画収支計画(一般勘定)
(単位 : 百万円)

国際競技力
向上事業

スポーツ
振興助成

事業
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資金支出 99,531
業務活動による支出 16,024
投資活動による支出 81,453
次年度への繰越金 2,054

資金収入 99,531
業務活動による収入 18,046

共済掛金収入 15,753
免責特約勘定より受入による収入 249
補助金等収入 2,032
利息及び配当金の受取額 12

投資活動による収入 79,348
定期預金の払戻しによる収入 68,148
有価証券の償還による収入 11,200

前期中期目標期間よりの繰越金 2,137

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－９】
令和５年度　年度計画資金計画(災害共済給付勘定(災害共済給付事業))

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 8,417
業務活動による支出 276
投資活動による支出 7,900
次年度への繰越金 240

資金収入 8,417
業務活動による収入 235

共済掛金収入 233
利息及び配当金の受取額 2

投資活動による収入 7,900
定期預金の払戻しによる収入 5,300
有価証券の償還による収入 2,600

前期中期目標期間よりの繰越金 282

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１０】
令和５年度　年度計画資金計画(免責特約勘定(災害共済給付事業))

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 17,448 1,508 14,847 33,803
業務活動による支出 133 92 0 225
投資活動による支出 8,200 8,200
財務活動による支出 9,000 1,301 14,847 25,148
次年度への繰越金 116 115 0 230

資金収入 17,448 1,508 14,847 33,803
業務活動による収入 10,801 10,801

投票勘定より受入による収入 10,800 10,800
利息及び配当金の受取額 1 1

投資活動による収入 6,500 6,500
定期預金の払戻しによる収入 6,500 6,500

財務活動による収入 1,393 14,847 16,240
短期借入れによる収入 697 7,424 8,120
他勘定短期借入れによる収入 696 7,423 8,120

前期中期目標期間よりの繰越金 147 115 0 262

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１１】

令和５年度　年度計画資金計画(特定業務勘定)
(単位 : 百万円)

区　　　　　　　　分
新国立
競技場
整備事業

国際競技力
向上事業

合　計
スポーツ
施設運営等

事業
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資金支出 4,807 10,327 10,840 151 964 31,412 58,500
業務活動による支出 4,667 8,234 10,812 151 913 6,384 31,160
投資活動による支出 139 2,092 21,500 23,732
財務活動による支出 0 9 0 50 53 113
次年度への繰越金 △ 8 28 3,474 3,495

資金収入 4,807 10,327 10,840 151 964 31,412 58,500
業務活動による収入 4,668 8,733 10,812 151 964 1,889 27,216

運営費交付金収入 2,988 4,268 9,815 151 964 1,747 19,932
受託事業収入 1,737 1,737
補助金等収入 499 499
国立競技場等の運営による収入 1,677 1,167 2,843
国立スポーツ科学センターの運営による収入 313 313
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 730 730
国立登山研修所の運営による収入 3 3
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 0 20 20
基金業務における利息及び配当金収入 80 80
基金業務における定期預金の払戻しによる収入 900 900
寄附金収入 9 1 10
その他の収入 138 138
利息及び配当金の受取額 7 3 10

投資活動による収入 139 1,594 26,500 28,233
定期預金の払戻しによる収入 26,500 26,500
施設費による収入 139 1,594 1,733

財務活動による収入 28 28
民間出えん金の受入による収入 28 28

前期中期目標期間よりの繰越金 3,023 3,023

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１２】

区　　　　　　　　分
スポーツ

施設運営等
事業

スポーツ・イ
ンテグリティの

確保事業

災害共済
給付事業 合　計

令和５年度　年度計画資金計画(一般勘定)
(単位 : 百万円)

国際競技力
向上事業

スポーツ
振興助成

事業
法人共通
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施設整備の内容 予定額(百万円) 財　源

国立競技場、国立スポーツ科学センター及び国
立登山研修所等の改修

             1,733 施設整備費補助金

［注記］
　　１　金額は見込みである。
　　　　なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）等が
　　　追加されることがあり得る。
　　２　上記は、令和４年度予算に係る工事の繰越分1,733百万円を含んでいる。

【別表－１３】
令和５年度施設整備・管理の実施
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